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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年１１月２２日（平成２９年（行個）諮問第１７５号） 

答申日：平成３０年９月１０日（平成３０年度（行個）答申第９２号） 

事件名：本人の遺族補償年金支給請求に係る聴取書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「開示請求者の息子，特定個人の遺族補償年金支給請求にかかる決定を

特定労働基準監督署が行う際に作成した実地調査復命書，及び添付資料一

切（除く開示請求者が提出した資料）。」に記録された保有個人情報（以

下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした

決定について，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべ

きとしている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，神

奈川労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２９年５月２５日付け

神個開第２９－３１号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

ア 私の息子，特定個人は，特定年齢とゆう若さで自ら死をえらびまし

た。 

息子が仕事じょう，かかわってた人達の聴取の開示を申請しました

が内容は私の思っていたものではありませんでした。 

とつぜん息子に先だたれ，残された遺族は，何もわからないまます

ごす事はできません。 

息子がどう人とかかわり，どう仕事に対して向きあってたのか？少

しでも知ってあげる事がくようになると思うのです。次にて書いて

あります。 

   イ 私の息子，特定個人は，特定年齢とゆう若さでＨ２６．特定月自ら

命を断ちました。 
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特定年齢の誕生日をむかえたばかりでした。 

突然の息子の死に戸惑い，心も身体もバラバラの状態で，心のやり

ば，身のおきばをどうしてよいのか，わからないまま，それでも，

正常な精神状態をギリギリ保ちながら，この３年間を過ごしてきま

した。頑張れ！頑張れ！・・・と，自分を励ましながら・・・。 

     それは，とても辛く，苦しい！胸がはりさける思いでした。 

     今でも，その苦しみは続いています。 

     突然，大切な息子を亡くしてしまった親の心情として！息子の生き

てきた証として！息子が仕事上，関わってきた人達の話しを知りた

くて，聴取書の開示をお願いしました。 

     息子がどのように人と関わってきたのか？ 

     どのように仕事に対しとりくんでいたのか？ 

     私の知らない息子の姿を知りたくて従業員の方々の聴取書の開示を

お願いしましたが，届いた内容は，私の思っていたものではありま

せんでした。 

     内容を目にした時，私達遺族が知りたかった事は，全て黒塗りにさ

れ，何ひとつ知る事ができず，驚きと！落胆と！ 

     ショックで心が音をたてて崩れていくのを感じました。 

     どうして！？どうして！？どうして！？ 

     私達遺族が，息子の最後の姿を知るために！ 

     息子と関わってくれた人達の声を聞きたいと思った気持ちは無惨に

も打ち砕かれました。 

     親として，ありし日の息子の事を少しでも知ってあげる事が息子に

対しての供養になるのではないか！？とゆう思いでした。 

     生きている人は法に護られ，死んでしまった人，残された遺族は何

ひとつ知る事も許されない！ 

     そんな理不尽な事があって良いのでしょうか？ 

     遺族の苦しみ，悲しみ，辛さ！はどこへもって行けばいいのでしょ

うか？ 

     最愛の息子を亡くした親として，聴取書の内容を知る権利があると

思うのです。 

     どうかお願いします。 

     亡くなった息子の為に！そして残された遺族の為に・・・。そして

母親である私が一歩前に進む為に，どうか！聴取書（従業員の）の

開示をお願い致します。 

     宜しくお願いします。 

 （２）意見書 
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審査請求の経緯と，その理由説明を頂きました。 

全てが不開示に値する判断を目にし，いつも，目の前に立ちはだかる

のは法律とゆう高い壁だとゆう事をあらためて思い知らされました。 

私は大切な息子を自殺とゆう形で失いました。まだ特定年齢でした。 

    私は，親として，遺族として，息子が最後にかかわった人の声を聞き

たい！ 

息子と親しくしてくれた人の話しを知りたい。息子の最後の様子を知

りたい！ 

    そう思うのは法律に反する事なのでしょうか？ 

    理由説明書の中に被聴取者等が不当な干渉を受ける事が懸念され，請

求者以外の個人の権利，利益を害するおそれがあるため，法１４条２号

本文に該当するため，不開示とする事が妥当だとありました。 

    ですが，親として，聴取を受けた方々が，息子をどのように思ってい

たのか？どのように仕事をしていたのか？どのように関っていたのか？ 

親として知る権利があるはずです。 

    社会は全て，法律で守られ，動いているのは充分承知しております。

説明書の中で言われている事も，よくわかります。 

    ですが，場合によっては，その法律によって何も知る事ができず，理

不尽に苦しめられている人もいるのです。 

今の私がそうです。 

    せめて，遺族が知りたい！最小限の事を！ 

    遺族の心情を察して下さる法律があっても良いのではないでしょう

か？ 

    全て，法律，法律，と弱い人間の前に立ちはだかりその度に，心は打

ち砕かれ，心のやり場をなくしてしまいます。 

    今の社会は，生きている人（加害者）は守られ，亡くなってしまった

人（被害者）は，守られず，時には世間に必要以上に晒され，その度家

族が傷ついている姿をテレビ等で何度も見ています。 

    今回の審査結果は，亡くなった息子，残された家族に対して，心のや

り場をなくす程非情なものでした。 

    私のような思いをし，傷つき，泣き寝入りをしている人は沢山いるの

ではないでしょうか？ 

    どうか！遺族に対して，もう少し人間味のある優しい，思いやりのあ

る法律，弱い立場の人間を救ってくれる法律があっても良いのではない

でしょうか？全て被聴取者の権利だけを守るのではなく，遺族の権利も

守って頂きたいと思います。 

    以上が私の審査結果に対する意見であります。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成２９年４月２５日付けで，処分庁に対して，法１

２条１項の規定に基づき，「開示請求者の息子，特定個人の遺族補償年

金支給請求にかかる決定を特定労働基準監督署が行う際に作成した実地

調査復命書，及び添付資料一切（除く開示請求者が提出した資料）。」

に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がその取

消しを求めて，平成２９年８月２０日付け（同月２４日受付）で審査請

求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新

たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報につ

いては，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，「開示請求者の息子，特定個人の遺族補償

年金支給請求にかかる決定を特定労働基準監督署が行う際に作成した実

地調査復命書，及び添付資料一切（除く開示請求者が提出した資

料）。」である。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の①，

２の①，５の①，６の①，７の①，８の①，９の①，１０の①，１

１の①，１２の①，１３の①，１４の①，１５の①，１６の①，１

８の①，１９の①，２０の①，２４の①，２６の①，２７の①，２

８の①，２９及び３１の①の不開示部分は，審査請求人以外の自署，

印影など，審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請求

人以外の特定の個人を識別することができるものであるため，当該

情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハま

でのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示とするこ

とが妥当である。  

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②，５の②，６の②，７の②，８の②，９の②，１０の②，１

１の②，１２の②，１３の②及び１４の②の不開示部分は特定労働

基準監督署の調査官等が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，

審査請求人以外の特定個人から聴取をした内容等である。聴取内容
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等に関する情報が開示された場合には，被聴取者等が，不当な干渉

を受けることが懸念され，審査請求人以外の個人の権利利益を害す

るおそれがあるため，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし

書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イの不開示情報 

（ア）別表に記載した情報のうち，文書番号１４の③，１５の②，１６

の②，１７，１８の②，１９の②，２０の②，２１，２２，２４の

②，２５の①，２６の②，２７の②，２８の②，３０，３１の②及

び３３の不開示部分は，特定事業場等の印影である。印影は，書類

の真正を示す認証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これ

にふさわしい形状のものであることから，これらの情報が開示され

た場合には，偽造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

（イ）別表に記載した情報のうち，文書番号１の③，１３の③，１８の

③，１８の④，２０の③，２５の②及び３４の不開示部分は，特定

事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事業場等が一般に公

にしていない内部情報である。事業場の内部情報が開示された場合

には，当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等から不

当な干渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３号

イに該当するため，これらの内部情報は原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

ウ 法１４条７号柱書きの不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②，５の②，６の②，７の②，８の②，９の②，１０の②，１

１の②，１２の②，１３の②及び１４の②の不開示部分は，特定労

働基準監督署の調査官等が本件労災請求に係る処分を行うにあた

り，審査請求人以外の特定個人から聴取した内容等である。これら

の聴取内容等が開示された場合には，審査請求人以外の個人の権利

利益を害するおそれがあることは，上記ア（イ）で既に述べたとこ

ろである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的

に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係

について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側い
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ずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発

生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実

関係についての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。

したがって，聴取内容等に関する情報は，開示することにより，労

働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きの不開示情報に

該当するため，これらの聴取内容等は原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１８の

④，２０の③，２５の②及び３４の不開示部分は，特定事業場の業

務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にしていない

内部情報である。これらの情報が開示された場合には，当該事業場

の権利，競争上の地位その他正当な権利を害するおそれがあること

は，上記イ（イ）で既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償行

政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた上で得

られたものであるから，当該情報を開示するとした場合には，この

ことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，労災認定の調

査への協力をちゅうちょさせることとなり，公正で的確な労災認定

を実施していく上で必要な事実関係を把握することが困難となる。

したがって，事業場の内部情報は開示することにより労働基準監督

署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあることから，法１４条７号柱書きに該当するため，これらの

内部情報は原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分において不開

示とした部分のうち一部を新たに開示した上で，別表中「不開示を維持す

る部分」欄に掲げる情報については，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年１１月２２日 諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１２月７日     審議 

   ④ 同月２７日       審査請求人から意見書を収受 

   ⑤ 平成３０年８月２日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑥ 同年９月６日      審議 
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第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「開示請求者の息子，特定個人の遺族補償年

金支給請求にかかる決定を特定労働基準監督署が行う際に作成した実地調

査復命書，及び添付資料一切（除く開示請求者が提出した資料）。」に記

録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行ったところ，

審査請求人は，審査請求人以外の聴取書について不開示部分の開示を求め

ている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分における不開示部分の

一部を新たに開示することとするが，その余の部分については，不開示と

することが妥当としていることから，本件対象保有個人情報を見分した結

果を踏まえ，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべき

としている部分の不開示情報該当性について，以下，検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）法１４条２号該当性について 

通番１，通番３，通番５，通番７，通番９，通番１１，通番１３及び

通番１５は，特定労働基準監督署の担当官が聴取した被聴取者の第三者

の氏名，職業，住所，生年月日，署名，印影及び聴取場所であり，それ

ぞれ氏名と一体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外

の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの

に該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認めら

れない。 

また，氏名，職業，住所，生年月日，署名及び印影については，個人

識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。

その余の部分である聴取場所については，当該部分を開示すると，当該

被聴取者を特定する手掛かりとなり得るものであることから，当該被聴

取者の権利利益を害するおそれがないとは認められず，部分開示できな

い。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（２）法１４条２号及び７号柱書き該当性について 

ア 通番１２のうち，２頁９行目並びに３頁氏名，職業，住所及び生年

月日については，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの

に該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認め
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られず，個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示

の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ 通番２，通番４，通番６，通番８，通番１０，通番１２（上記アを

除く。），通番１４及び通番１６は，特定労働基準監督署の担当官が，

審査請求人以外の第三者から聴取した内容であり，これらを開示する

と，被聴取者が，労災給付請求者である審査請求人からの批判等を恐

れ，被聴取者自身が認識している事実関係等について直接的な申述を

行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれ

か一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の

把握が困難となるおそれがあり，労働基準監督機関が行う労災認定の

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断 

を左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部

分は，同条２号及び７号柱書きに該当すると認められるので，不開示とす

ることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別表  

１

文

書

番

号 

２対象文書名 ３

通

番 

４諮問庁が「不開示を維持する部

分」としている部分 

５不開示情

報 

（法１４条

該当号） 

２

号 

３

号

イ 

７ 

号 

柱 

書 

き 

１ 精神障害の業務起

因性判断のための

調査復命書 

 ①１４頁「事業場内における当該

労働者の位置づけ」欄不開示部

分，「事業場以外における当該労

働者との相関図」欄不開示部分

（ただし審査請求人にかかる不開

示部分を除く。） 

○ 

 

  

  

  

 ②１頁「事案の概要」欄不開示部

分，２頁不開示部分，４頁ないし

５頁不開示部分，７頁ないし８頁

不開示部分，１０頁ないし１２頁

不開示部分 

○  ○ 

 ③１頁「労働者数」欄数字  ○  

２ 意見書①  ①７頁印影 ○     

 ②２頁ないし３頁不開示部分，５

頁ないし６頁不開示部分 

○  ○ 

３ 聴取書①  －    

４ 聴取書②  －      

５ 聴取書③ １ ①１頁住所，氏名，生年月日の数

字部分，３頁６行目署名及び印影 

○    

２ ②１頁９行目ないし３頁５行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

６ 聴取書④ ３ ①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，５頁６行目署名及

び印影 

○   

４ ②１頁９行目ないし５頁５行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 
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７ 聴取書⑤ ５ ①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，３頁９行目署名及

び印影 

○     

６ ②１頁９行目ないし３頁８行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

８ 聴取書⑥ ７ ①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，聴取場所，２頁１

２行目署名 

○    

８ ②１頁９行目ないし２頁１１行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

９ 聴取書⑦ ９ ①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，３頁２０行目署名

及び印影 

○     

１

０ 

②１頁９行目ないし３頁１９行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

１

０ 

聴取書⑧ １

１ 

①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，４頁１５行目署名

及び印影 

○   

１

２ 

②１頁９行目ないし４頁１４行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

１

１ 

聴取書⑨ １

３ 

①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，５頁５行目署名及

び印影 

○    

１

４ 

②１頁９行目ないし５頁４行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

１

２ 

聴取書⑩ 

 

１

５ 

①１頁住所，職業，氏名，生年月

日の数字部分，２頁１０行目署名

及び印影 

○     

１

６ 

②１頁８行目ないし２頁９行目

（ただし項番を除く。） 

○  ○ 

１

３ 

意見書② 

 

 ①２頁及び３頁医師印影，７頁指

示医署名，検査担当者印影，８頁

ないし１０頁不開示部分（ただし

③を除く。），１２頁不開示部分

（ただし③を除く。），１４頁な

いし１７頁不開示部分（ただし③

○ 
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を除く。），１９頁ないし２０頁

不 開 示 部 分 （ た だ し ③ を 除

く。），２２頁不開示部分（ただ

し③を除く。），２５頁不開示部

分（ただし②及び③を除く。），

２６頁不開示部分（ただし③を除

く。） 

 ②２５頁「１５：４６看護所見」

１行目４４文字目ないし２行目 

○  ○ 

 ③８頁ないし２７頁ＵＲＬ  ○  

１

４ 

意見書③  ①２頁医師署名及び印影，１３頁

不開示部分 

○    

 ②２頁「依頼事項にかかる意見」

欄不開示部分 

○  ○ 

 ③３頁印影  ○  

１

５ 

受診経歴等  ①４頁不開示部分，６頁担当者名 ○   

 ②６頁，８頁，１０頁，１２頁，

１４頁，１６頁及び１８頁保険組

合印影 

 ○  

１

６ 

組織図等  ①１頁表中不開示部分（ただし，

「水産」の「現」欄被災労働者氏

名を除く。），２頁不開示部分

（ただし，「水産」の「５月」欄

被災労働者氏名を除く。），３頁

表中不開示部分（ただし，②，

「０３浜見平」欄被災労働者氏

名，「本部」欄５行目１文字目な

いし５文字目，６行目，７行目１

文字目ないし５文字目，８行目な

いし１０行目，１３行目１文字目

ないし３文字目，１５行目，１６

行目１文字目ないし３文字目及び

１７行目を除く。） 

○   

 ②１頁表外事業主印影，３頁事業

主印影 

 ○  

１

７ 

労働者名簿等  ２頁及び３頁事業主印影  ○  
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１

８ 

人事定期異動履歴

等 

 ①１頁表の２行目ないし９行目，

１１行目，２頁加筆者印影，６行

目括弧内１文字目ないし９文字

目，１２文字目ないし１９文字

目，７行目括弧内，８行目括弧内

１文字目ないし９文字目，９行目

括弧内１文字目ないし９文字目，

２３行目括弧内１文字目ないし６

文字目，２５行目括弧内１文字目

ないし９文字目，１３文字目ない

し１９文字目，２６行目括弧内，

３０行目６文字目ないし１３文字

目，３２行目７文字目ないし２３

文字目，３３行目８文字目ないし

１９文字目 

○   

 ②１頁及び２頁事業主印影  ○  

 ③２頁３行目括弧内の数字部分  ○  

 ④１頁表の下の記載１行目ないし

５行目，２頁１０行目ないし２２

行目，２７行目ないし２９行目 

 ○ ○ 

１

９ 

賞与面接票等  ①１頁ないし３頁表中不開示部分 ○    

 ②１頁事業主印影  ○  

２

０ 

事業場提出資料①  ①７頁作成者職氏名及び印影 ○   

 ②１頁，２頁，５頁，７頁事業主

印影 

 ○  

 ③１頁１行目ないし１７行目，２

頁ないし８頁不開示部分（ただし

①及び②を除く。） 

 ○ ○ 

２

１ 

会社案内  １頁事業主印影  ○  

２

２ 

事業場提出資料②  １頁事業場印影及び事業主印影  ○  

２

３ 

事業場提出資料③  －    

２

４ 

時間外労働・休日

労働に関する協定

 ①１頁ないし３頁労働者代表者職

氏名及び印影 

○      
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届  ②１頁ないし３頁事業主印影  ○  

２

５ 

事業場提出資料④  ①１頁事業主印影  ○   

 ②１頁４行目ないし５行目，７行

目ないし８行目，１０行目ないし

２９行目，２頁２行目ないし７行

目，９行目ないし１５行目，３頁

３行目ないし１８行目，２０行目

ないし２４行目，２６行目ないし

３０行目，４頁２行目ないし８行

目，５頁３行目ないし６行目，８

行目ないし１２行目，１４行目な

いし２０行目，２２行目ないし３

１行目，３２行目９文字目ないし

３３行目，６頁３行目ないし７行

目，９行目ないし１１行目，１３

行目ないし２０行目，７頁３行目

ないし１３行目，１５行目ないし

２１行目，２３行目ないし２７行

目，２９行目ないし３４行目，３

５行目８文字目以降，８頁３行目

ないし１２行目，１４行目ないし

１６行目，１８行目ないし２１行

目 

 ○ ○ 

２

６ 

賃金台帳  ①２頁不開示部分 ○    

 ②１頁事業主印影  ○  

２

７ 

残業再計算報告  ①１頁ないし２頁不開示部分（た

だし②を除く。） 

○   

 ②１頁事業主印影  ○  

２

８ 

勤務予定表  ①１頁表の６行目ないし９行目，

１４行目ないし２３行目，２頁表

の６行目ないし９行目，１４行目

ないし２１行目，３頁表の６行目

ないし９行目，１４行目ないし２

１行目，４頁表の６行目ないし９

行目，１４行目ないし２１行目，

５頁表の６行目ないし９行目，１

４行目ないし１７行目，２０行目

○     
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ないし２１行目 

 ②１頁事業主印影  ○  

２

９ 

事業場提出資料⑤  不開示部分 ○    

３

０ 

タイムカード  １頁事業主印影  ○   

３

１ 

事業場提出資料⑥  ①２頁ないし４頁担当者氏名 ○     

 ②１頁ないし２頁，４頁事業主印

影 

 ○  

３

２ 

事業場提出資料⑦  －      

３

３ 

事業場提出資料⑧  ２頁事業主印影  ○   

３

４ 

事業場提出資料⑨  不開示部分  ○ ○ 

３

５ 

関係資料  －    

注）理由説明書・別表の文書番号２５の下線部に誤植があり，当審

査会事務局で訂正した。  

 


